
 

誰
も
が
取
り
残
さ
れ
ず
希
望
が
持
て
る
社
会
の
構
築
に
関
す
る
決
議 

    

本
調
査
会
は
、
令
和

四
年
十
月
に
設
置
さ

れ
、
三
年
間
の
調
査

テ
ー
マ
を
「
誰
も
が

取
り
残
さ
れ
ず
希
望

が
持
て
る
社
会

の
構
築
」
と
決
定
し
、
一
年
目
は
「
社
会
経
済
、
地
方
の
現
状
と
国
民
生
活
に
お
け
る
課
題
」
、
二
年
目
は
「
社
会
経
済
、
地

方

及

び

国

民

生

活

に

必

要

な

施

策

」
、

最

終

年

に

当

た

る

本

年

は

「

社

会

経

済

、

地

方

及

び

国

民

生

活

に

お

け

る

希

望

の

実

現
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
鋭
意
調
査
を
進
め
て
き
た
。
三
年
間
に
わ
た
る
調
査
に
お
い
て
、
総
勢
三
十
三
名
の
参
考
人
を
招

き
、
委
員
間
で
意
見
の
交
換
を
行
っ
て
き
た
。 

本
調
査
会
で

明
ら
か

に
な
っ
た
課

題
は
多

岐
に
わ
た
っ

て
い
る

が
、
次
に
掲

げ
る
事

項
は
特
に
重

要
で
あ

り
、
政
府
に

強

く
対
応
を
求
め
る
も
の
と
し
て
意
見
の
一
致
を
み
た
。
政
府
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

我
が
国
で
は
、
孤
独
・
孤
立
の
問
題
や
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
過
度
な
負
担
等
を
抱
え
る
子
ど
も
・
若
者
、
所
得
制
限

等
の
制
度
の

壁
に
阻

ま
れ
支
援
を

受
け
ら

れ
な
い
世
帯

、
身
寄

り
の
な
い
単

身
高
齢

者
等
、
あ
ら

ゆ
る
世

代
が
様
々
な

困

難
に
直
面
し

て
い
る

こ
と
か
ら
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ

等
に
よ
る
伴

走
型
支

援
、
居
住
サ

ポ
ー
ト

住
宅
等
の
新

た
な
取

組
も
踏
ま
え

、

切
れ
目
の
な

い
支
援

を
実
施
す
る

こ
と
。

特
に
、
就
職

氷
河
期

世
代
等
に
つ

い
て
は

、
高
齢
化
に

伴
い
困

窮
が
進
む
お

そ

れ
が
あ
る
た

め
、
就

労
支
援
に
と

ど
ま
ら

ず
、
年
金
や

資
産
形

成
、
住
居
支

援
や
福

祉
拡
充
の
側

面
か
ら

セ
ー
フ
テ
ィ

ネ

ッ
ト
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二 

地
域
公
共
交
通
に
よ
る
公
益
の
増
進
を
一
層
図
る
た
め
、
地
域
公
共
交
通
に
お
け
る
官
民
の
役
割
分
担
の
見
直
し
を
検
討

す
る
こ
と
。

地
域
公

共
交
通
の
公

共
サ
ー

ビ
ス
と
し
て

の
側
面

を
よ
り
重
視

し
、
地

域
公
共
交
通

に
対
す

る
国
の
果
た

す

役
割
の
強
化

、
各
地

域
に
お
け
る

地
域
公

共
交
通
の
利

便
性
の

向
上
、
必
要

な
財
源

の
確
保
等
に

つ
い
て

、
改
め
て
議

論

し
、
所
要
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
。 

 

令

和

七

年

六

月

四

日 

参
議
院
国
民
生
活
・
経
済
及
び 

地

方

に

関

す

る

調

査

会 



 

三 

障
害
者
権
利
委
員
会
の
総
括
所
見
を
踏
ま
え
、
障
が
い
者
に
関
連
す
る
国
内
法
制
及
び
政
策
の
障
害
者
権
利
条
約
と
の
調

和
に
向
け
た

検
討
に

努
め
る
こ
と

。
ま
た

、
障
が
い
者

を
分
離

せ
ず
に
合
理

的
配
慮

と
必
要
な
支

援
が
行

わ
れ
る
社
会

の

構
築
に
向
け
て
不
断
の
取
組
を
行
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
「
私
た
ち
抜
き
に
私
た
ち
の
こ
と
を
決
め
な
い
で
」
と
い
う
理
念
に

基
づ
き
、
障
が
い
者
に
関
係
す
る
政
策
審
議
の
場
に
様
々
な
立
場
の
障
が
い
者
を
一
層
参
画
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


